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は
じ
め
に

　

今
回
紹
介
す
る
史
料
は
奈
良
大
学
史
学
科
が
平
成
二
十
三
年
度
に

古
肆
か
ら
購
入
し
た
文
書
群
で
あ
る
。
全
部
で
九
通
の
文
書
か
ら

な
っ
て
お
り
、
戦
国
期
か
ら
近
世
初
期
の
文
書
で
占
め
れ
て
い
る
こ

と
が
特
徴
で
あ
る
。
こ
の
史
料
は
、
文
書
の
内
容
か
ら
園
城
寺
の
門

跡
寺
院
で
あ
る
円
満
院
に
関
係
す
る
も
の
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
の

で
、
奈
良
大
学
所
蔵
「
円
満
院
関
係
文
書
」
と
題
し
た
。
円
満
院
は

天
台
宗
寺
門
派
の
寺
院
で
、
滋
賀
県
大
津
市
に
所
在
し
て
い
る
。
円

満
院
に
関
す
る
史
料
と
し
て
は
『
円
満
院
文
書
』
や
『
園
城
寺
文
書
』

が
す
で
に
知
ら
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
そ
れ
ら
の
史
料
も
用
い
つ

つ
九
通
の
文
書
の
紹
介
を
、
三
つ
の
節
に
わ
け
て
進
め
て
い
く
こ
と

に
す
る
。

一　

戦
国
期
の
円
満
院
領

　

中
世
、
門
跡
で
あ
る
円
満
院
は
数
多
く
の
所
領
を
有
し
て
い
た
。

そ
れ
ら
は
『
円
満
院
文
書
』
に
よ
っ
て
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
が
、

今
回
紹
介
す
る
史
料
に
も
円
満
院
領
に
関
す
る
文
書
が
見
ら
れ
る
。

　
（
一
）「
某
書
状
」
は
、
磯
谷
新
四
郎
宛
に
円
満
院
領
に
つ
い
て
書

き
送
っ
た
書
状
で
あ
る
。
文
中
の
長
井
新
九
郎
は
美
濃
の
戦
国
大
名

で
あ
る
斎
藤
道
三
の
前
身
か
、
道
三
の
父
の
い
ず
れ
か
と
推
定
さ

　

史
料
紹
介

　

奈
良
大
学
所
蔵
「
円
満
院
関
係
文
書
」
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れ
る（

1
）。

問
題
に
な
っ
て
い
る
円
満
院
領
の
名
前
が
わ
か
ら
な
い
が
、

美
濃
国
で
は
小
泉
郷
（
岐
阜
県
大
垣
市
）
が
円
満
院
領
と
し
て
知

ら
れ
る
か
ら（

2
）、

あ
る
い
は
同
郷
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。（
一
）
か

ら
は
円
満
院
が
所
領
支
配
に
懸
命
に
な
っ
て
い
る
様
子
が
見
て
取
れ

る
が
、
決
し
て
順
調
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も

戦
国
期
の
円
満
院
領
の
実
態
を
窺
い
知
る
こ
と
の
で
き
る
文
書
で
あ

る
。
宛
所
の
磯
谷
新
四
郎
は
近
江
国
志
賀
郡
山
中（
滋
賀
県
大
津
市
）

の
土
豪
で
あ
る
磯
谷
氏
の
者
だ
ろ
う
。
山
中
の
地
は
京
都
と
近
江
を

結
ぶ
ル
ー
ト
の
一
つ
で
あ
る
山
中
越
が
通
過
し
て
い
た（

3
）。

ま
た
、
こ

の
文
書
は
志
賀
郡
の
土
豪
磯
谷
氏
が
円
満
院
と
関
わ
り
合
い
を
有
し

て
い
た
こ
と
も
示
し
て
い
る
。

　
（
二
）「
松
田
政
行
書
状
」
は
徳
川
家
康
の
家
臣
松
田
政
行
が
円
満

院
に
対
し
て
、
知
行
地
の
書
立
を
提
出
す
る
こ
と
を
求
め
た
も
の
で

あ
る
。
松
田
政
行
は
も
と
も
と
豊
臣
秀
吉
の
下
で
京
都
支
配
を
担
当

し
た
前
田
玄
以
の
家
臣
で
、
関
ヶ
原
の
戦
い
後
、
家
康
に
召
出
さ
れ
、

徳
川
氏
に
よ
る
京
都
支
配
に
携
わ
っ
た
人
物
で
あ
る
。
文
中
の
「
内

府
様
」
は
徳
川
家
康
の
こ
と
で
あ
る
。
徳
川
氏
に
よ
っ
て
公
家
の
所

領
や
京
都
・
畿
内
の
寺
社
領
が
確
定
さ
れ
て
い
く
過
程
で
、
こ
の
文

書
が
出
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。

　

円
満
院
領
に
関
す
る
文
書
は
他
に
も
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は

節
を
改
め
て
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

二　

円
満
院
領
関
戸
院

　

現
在
の
京
都
府
と
大
阪
府
の
境
に
位
置
す
る
大
山
崎
（
京
都
府
乙

訓
郡
大
山
崎
町
）
の
地
は
、
山
崎
の
戦
い
の
舞
台
と
し
て
知
ら
れ
る

が
、
古
代
こ
の
地
に
は
山
崎
関
と
い
う
関
所
が
存
在
し
て
い
た
。
山

崎
関
が
廃
さ
れ
た
あ
と
、
官
営
の
宿
舎
が
建
て
ら
れ
、
貴
族
が
宿
泊

な
ど
に
用
い
て
い
た
。
こ
の
宿
舎
が
関
戸
院
で
あ
る（

4
）。

　

官
営
の
宿
舎
と
し
て
の
関
戸
院
が
い
つ
ま
で
存
続
し
て
い
た
の
か

は
詳
ら
か
で
は
な
い
が
、
中
世
に
入
る
と
関
戸
院
の
名
は
大
山
崎
の

地
に
ほ
ど
近
い
石
清
水
八
幡
宮
の
所
領
と
し
て
現
れ
る（

5
）。

だ
が
、
石

清
水
八
幡
宮
の
他
に
も
関
戸
院
に
は
領
主
が
存
在
し
て
い
た
。
円
満

院
も
そ
の
一
つ
で
あ
る（

6
）。

　

文
安
元
年
（
一
四
四
四
）
閏
六
月
二
十
五
日
、
円
理
な
る
者
が
関

戸
院
内
に
あ
っ
た
屋
敷
を
売
り
渡
し
た（

7
）。

こ
の
と
き
の
売
券
に
「
円

満
院
御
領
関
戸
院
」
と
い
う
一
文
が
見
え
て
お
り
、
す
で
に
円
満
院

が
関
戸
院
を
知
行
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
し
か
し
、
円
満

院
に
よ
る
関
戸
院
の
知
行
が
開
始
さ
れ
た
時
期
は
不
明
で
あ
る
。

　

戦
国
期
に
入
っ
て
も
円
満
院
に
よ
る
支
配
は
続
い
て
い
る
。
文
亀



－　 －220

元
年
（
一
五
〇
四
）、
円
満
院
は
関
戸
院
内
の
知
行
分
を
め
ぐ
っ
て
、

大
山
崎
の
地
に
あ
っ
た
西
観
音
寺
を
相
手
取
り
訴
訟
を
起
こ
し
て

い
る（

8
）。

永
禄
十
一
年
（
一
五
六
八
）
九
月
、
足
利
義
昭
を
擁
し
た
織

田
信
長
が
入
京
す
る
が
、
同
年
十
一
月
に
室
町
幕
府
に
よ
っ
て
関
戸

院
は
円
満
院
に
安
堵
さ
れ
て
い
る（

9
）。

　
（
三
）「
高
山
正
吉
書
状
」
と
（
四
）「
太
田
三
郎
左
衛
門
尉
書
状
」

は
そ
の
関
戸
院
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。（
三
）「
高
山
正
吉
書
状
」

は
キ
リ
シ
タ
ン
大
名
と
し
て
知
ら
れ
る
高
山
右
近
の
一
族
と
思
わ
れ

る
高
山
正
吉（

10
）が

、
関
善
右
衛
門
尉
な
る
者
に
年
貢
の
納
入
を
求
め
た

も
の
で
あ
る
。
関
善
右
衛
門
尉
に
つ
い
て
は
、
永
禄
十
一
年
十
二
月

の
「
大
山
崎
惣
中
連
署
状
」
に
見
え
る
関
善
右
衛
門
と
同
一
人
物
で

あ
ろ
う（

11
）。

大
山
崎
惣
中
と
は
、
中
世
、
大
山
崎
の
地
に
存
在
し
た
自

治
組
織
の
こ
と
で
あ
る
。
関
善
右
衛
門
尉
は
そ
の
一
員
だ
っ
た
に
違

い
な
い（

12
）。

　

ま
た
、（
四
）「
太
田
三
郎
左
衛
門
尉
書
状
」
で
は
織
田
信
家
臣
の

太
田
三
郎
左
衛
門
尉
が
、
関
善
七
入
な
る
人
物
に
対
し
て
関
戸
院
の

こ
と
に
つ
い
て
何
事
か
を
依
頼
を
し
て
い
る
。
関
善
七
入
は
先
述
の

「
大
山
崎
惣
中
連
署
状
」
に
は
見
え
な
い
が
、
関
善
右
衛
門
尉
の
一

族
だ
ろ
う
か
。
円
満
院
に
よ
る
関
戸
院
の
知
行
は
大
山
崎
惣
中
ら
在

地
の
動
向
に
左
右
さ
れ
て
お
り
、
安
定
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
よ

う
で
あ
る
。
近
世
に
は
い
る
と
大
山
崎
の
地
に
円
満
院
領
は
確
認
で

き
な
く
な
る（

13
）。

織
田
政
権
下
で
も
維
持
さ
れ
て
い
た
関
戸
院
の
知
行

も
ほ
ど
な
く
し
て
終
焉
を
迎
え
た
と
思
わ
れ
る
。

三　

園
城
寺
に
関
す
る
文
書

　

本
史
料
に
は
円
満
院
そ
の
も
の
の
他
に
園
城
寺
に
関
す
る
文
書
も

見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
五
）「
山
岡
景
佐
書
状
」
は
、
近
江
国
志
賀
郡
の
土
豪
山
岡
景
佐

が
園
城
寺
の
衆
徒
で
あ
る
仏
地
院（

14
）に

宛
て
た
書
状
。
景
佐
は
仏
地
院

に
織
田
信
長
の
戦
勝
を
報
じ
る
と
と
も
に
、
信
長
か
ら
の
「
御
諚
」

を
申
し
聞
か
せ
る
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。「
御
諚
」
の
内
容
は
わ
か

ら
な
い
が
、「
宮
内
法
印
を
以
、
諸
事
被
仰
理
候
て
」
と
あ
り
、
信

長
側
近
の
松
井
友
閑
が
「
御
諚
」
の
伝
達
に
関
与
し
て
い
る
。
山

岡
氏
は
園
城
寺
と
関
係
が
深
く
、
園
城
寺
光
浄
院
の
開
基
暹
芸
は
山

岡
氏
の
出
身
で
、
景
佐
の
弟
景
友
（
暹
慶
）
は
光
浄
院
を
再
興
し
て

い
る（

15
）。

こ
う
し
た
関
係
も
あ
っ
て
山
岡
氏
が
信
長
か
ら
の
園
城
寺
へ

の
指
令
に
関
与
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

信
長
関
係
で
は
（
六
）「
太
田
三
郎
左
衛
門
尉
書
状
」
も
あ
る
。

織
田
信
長
の
家
臣
太
田
三
郎
左
衛
門
尉
が
磯
谷
新
介
に
宛
て
た
書
状
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で
あ
る
。
磯
谷
新
介
と
（
一
）
に
見
え
る
磯
谷
新
四
郎
の
関
係
は
わ

か
ら
な
い
が
同
じ
一
族
だ
ろ
う
。
円
満
院
あ
る
い
は
園
城
寺
と
志
賀

郡
の
土
豪
の
関
わ
り
の
一
端
が
垣
間
見
え
る
文
書
で
も
あ
る
。

　
（
七
）「
金
乗
院
為
俊
書
状
」
は
園
城
寺
の
衆
徒
の
金
乗
院
為
俊（

16
）が

善
左
衛
門
な
る
人
物
に
瓜
を
送
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
書
状
で
注

目
す
べ
き
は
竪
折
紙
と
呼
ば
れ
る
形
式
を
と
っ
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
竪
折
紙
と
は
一
枚
の
紙
の
中
央
に
折
り
目
を
つ
け
、
左
右
の
部

分
の
紙
背
を
合
わ
す
よ
う
に
折
り
、更
に
細
か
く
折
る
も
の
で
あ
る
。

竪
折
紙
は
目
録
や
口
上
書
、
女
房
文
の
書
状
に
多
く
用
い
ら
れ
た（

17
）。

　

最
後
に
紹
介
す
る
の
は
仏
事
に
関
す
る
文
書
で
あ
る
。（
八
）「
導

師
例
勘
文
」
は
天
皇
・
女
院
が
死
去
し
た
際
の
法
会
に
お
け
る
導
師

の
先
例
を
書
き
上
げ
た
も
の
。
文
明
三
年
（
一
四
七
一
）
の
後
花
園

法
皇
、
正
長
元
年
（
一
四
二
八
）
の
称
光
天
皇
、
安
元
二
年
（
一
一

七
六
）
の
建
春
門
院
の
三
例
が
記
さ
れ
て
い
る
。
末
尾
に
「
於
諸
寺

門
跡
方
、
御
経
供
養
導
師
例
、
未
見
当
候
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
門

跡
寺
院
の
僧
が
御
経
供
養
の
導
師
を
勤
め
た
先
例
の
有
無
が
こ
の
文

書
の
主
眼
と
い
え
る
。
作
成
さ
れ
た
時
期
は
わ
か
ら
な
い
が
、天
皇
・

女
院
の
法
会
に
際
し
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
（
九
）「
公
卿
・
殿
上
人
所
役
書
上
」
は
、
何
ら
か
の
行
事
・
儀
式

に
際
し
て
、
公
家
た
ち
の
所
役
を
書
き
上
げ
た
も
の
。
所
役
ご
と
に

公
家
た
ち
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。何
の
行
事
な
の
か
は
不
明
だ
が
、

仏
事
に
関
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
記
載
さ
れ
た
公
卿
の
官
名
か
ら

寛
永
十
六
年
の
も
の
と
思
わ
れ
る（

18
）。

お
わ
り
に

　

以
上
、
粗
雑
な
が
ら
九
通
の
文
書
を
簡
単
に
紹
介
し
て
き
た
。
こ

れ
ら
は
戦
国
期
か
ら
近
世
初
期
に
か
け
て
の
円
満
院
に
関
係
す
る
史

料
だ
が
、
戦
国
期
の
円
満
院
・
園
城
寺
の
み
な
ら
ず
、
畿
内
の
政
治

状
況
に
関
す
る
史
料
や
戦
国
期
の
在
地
の
様
相
を
示
す
史
料
も
収
め

ら
れ
て
い
る
。
今
回
、
明
ら
か
に
な
ら
な
か
っ
た
部
分
も
多
い
が
、

今
後
の
研
究
で
活
用
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
本
稿
を
終
え
る
こ
と

に
す
る
。

　
注
釈

（
1
）
岐
阜
市
編
『
岐
阜
市
史　

通
史
編　

原
始
・
古
代
・
中
世
』
一
九
八

〇
年

（
2
）
永
正
十
一
年
六
月
十
八
日
室
町
幕
府
奉
行
人
連
署
奉
書
（
今
谷
明
・

高
橋
康
夫
編
『
室
町
幕
府
文
書
集
成　

奉
行
人
奉
書
篇
』
下　

二
七

七
六
号
）

（
3
）
大
津
市
『
新
修
大
津
市
史　

二
』
一
九
七
九
年
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（
4
）
大
山
崎
町
史
編
纂
委
員
会
編
『
大
山
崎
町
史　

本
文
編
』
一
九
八
一
年
、

仁
木
宏
「
中
世
都
市
大
山
崎
の
展
開
と
寺
院
」『
史
林
』
七
五
巻
三
号

（
5
）
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編
『
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
影
印
叢
書
五　

平
安
鎌
倉
古
文
書
集
』
八
木
書
店
、
二
〇
〇
九
年

（
6
）
円
満
院
の
他
に
、
西
観
音
寺
、
宝
積
寺
な
ど
大
山
崎
の
地
に
あ
っ
た

寺
院
が
関
戸
院
内
に
所
領
を
有
し
て
い
る
。

（
7
）
文
安
元
年
閏
六
月
二
十
五
日
円
理
屋
敷
売
券
（
大
山
崎
町
史
編
纂
委

員
会
編
『
大
山
崎
町
史　

史
料
編
』
一
九
八
三
年
）

（
8
）
文
亀
三
年
卯
月
日
園
城
寺
大
心
院
雑
掌
言
上
状
（
東
京
大
学
史
料
編

纂
所
所
蔵
山
城
国
西
観
音
寺
文
書
、『
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
影
印
叢

書　

五　

平
安
鎌
倉
古
文
書
集
』）

（
9
）
永
禄
十
一
年
十
一
月
九
日
室
町
幕
府
奉
行
人
連
署
奉
書
（『
大
山
崎
町

史　

史
料
編
』）

（
10
）
高
山
正
吉
の
発
給
文
書
と
し
て
は
、
年
未
詳
七
月
十
四
日
高
山
正
吉

書
状（
高
槻
市
史
編
さ
ん
委
員
会『
高
槻
市
史　

第
三
巻　

史
料
編
Ⅰ
』

一
九
七
三
年
）
が
知
ら
れ
る
。

（
11
）
永
禄
十
一
年
十
二
月
吉
日
大
山
崎
惣
中
連
署
状
（『
大
山
崎
町
史　

史

料
編
』
一
九
八
三
年
）

（
12
）『
大
山
崎
町
史　

本
文
編
』

（
13
）『
大
山
崎
町
史　

本
文
編
』、
仁
木
宏
「
中
世
都
市
大
山
崎
の
展
開
と

寺
院
」『
史
林
』
七
五
巻
三
号

（
14
）
園
城
寺
文
書
編
纂
委
員
会
『
園
城
寺
文
書　

第
四
巻
』（
園
城
寺
、
二

〇
〇
一
年
）
に
よ
れ
ば
仏
地
院
は
園
城
寺
北
院
に
属
し
て
い
る
。

（
15
）『
園
城
寺
文
書　

第
四
巻
』

（
16
）『
園
城
寺
文
書　

第
四
巻
』
に
よ
れ
ば
金
乗
院
は
園
城
寺
南
院
に
属
し

て
い
る
。

（
17
）
中
村
直
勝
『
日
本
古
文
書
学　

上
』
角
川
書
店
、
一
九
七
一
年

（
18
）『
公
卿
補
任　

第
三
篇
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
七
年

　

史
料
翻
刻

　

一　

某
書
状
（
切
紙
）

御
状
之
趣
拝
閲
申
候
、
仍
」
圓
満
院
殿
様
御
領
知
之
儀
ニ
」
付
而
、

去
年
以
来
御
使
仕
候
、」
然
共
國
之
儀
、
于
今
不
相
調
候
、」
去
年
之

御
使
宮
内
卿
殿
へ
」
有
子
細
、
御
知
人
之
事
候
間
、」
馳
走
仕
事
候
、

当
年
重
而
」
可
有
御
下
國
旨
、申
合
候
、」
涯
分
不
可
存
如
在
候
、従
」

御
門
主
様
長
井
新
九
郎
か
た
へ
」
御
書
則
可
申
聞
候
、
此
」
旨
大
納

言
殿
へ
可
預
御
」
意
得
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　

九
月
廿
一
日　

□
□
（
花
押
）

　

磯
谷
新
四
郎
殿

　
　
　
　
　
　
　

御
返
報

　

二　

松
田
政
行
書
状
（
折
紙
）

態
申
上
候
、
仍
」
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圓
満
院
御
門
跡
様
御
」
知
行
御
本
地
・
新
地
共
ニ
」
高
頭
被
遊
被
下

候
へ
之
由
、」何
も
御
公
家
・
御
門
跡
方
」御
知
行
書
立
、御
上
候
へ
之
」

由
、
得　

内（
徳
川
家
康
）

府
様
御
諚
」
儀
に
て
御
書
立
候
、
軈
」
御
雑
掌
御
持
せ

候
て
、」
御
出
尤
候
、
無
御
油
断
」
被
遊
付
可
被
下
之
由
、」
法
印
被

申
候
、其
御
分
限
」御
覧
被
計
候
て
、御
加
」借
も
可
有
之
由
候
、恐
々
」

謹
言
、

　
　
　
　

松
田
勝
右
衛
門
尉

十
一
月
十
四
日　

政
行
（
花
押
）

圓
満
院
殿
様

　
　
　
　

御
雑
掌

　

三　

高
山
正
吉
書
状
（
折
紙
）

　

尚（
追
而
書
）
々
此
御
返
事
ニ
」
委
敷
可
承
候
、」
様
体
郡
二
郎
左
可
被
申
候
、

以
上
、

急
度
申
入
候
、
仍
関
」
戸
院
之
儀
付
而
、
可
」
助
之
通
、
申
付
候
処
、」

従
堀
久　（
秀
政
）　

太
郎
殿
折
」
帋
被
成
候
付
候
由
」
候
之
間
、
則
高（
ヵ
）右
へ
」
申

下
候
へ
者
、
幸
一
」
所
ニ
御
座
候
而
、
堀
久
太
へ
可
有
御
申
之
由
候
、

乍
」
去
理
ま
て
も
不
入
□
候
、」
摂
州
当
知
行
被
仕
」
分
者
、
朱
印

旨
以
」
被
仰
付
候
て
、
別
ニ
」
菟
角
被
申
仁
も
」
有
間
敷
候
、
於
此

方
大（
大
津
長
治
）

伝
十
様
へ
も
得
御
」
意
申
候
、従
彼
方
伝
」
十
様
へ
理
候
へ
共
、

荒
木
当
知
行
分
之
儀
者
、」
御
違
乱
御
無
用
之
由
、」
我
等
ニ
被
仰
聞

候
、」
今
明
日
中
於
無
」
納
所
者
、
譴
責
入
候
へ
と
、」
下
よ
り
申
来

候
間
、」
可
被
成
其
御
心
得
候
、為
」
御
心
得
一
筆
申
候
、恐
々
」
謹
言
、

　
　
　
　

高
山
助
兵
衛
尉

　

十
二
月
十
八
日　

正
吉
（
花
押
）

関
善
右
衛
門
尉
殿

　
　
　

御
宿
所

　

四　

太
田
三
郎
左
衛
門
尉
書
状
（
折
紙
）

先
度
者
御
出
本
望
」
存
候
、
然
者
関
戸
院
」
之
儀
ニ
折
紙
遣
候
、」

其
元
事
ニ
候
之
間
、」
御
馳
走
候
て
可
然
候
、」
頼
申
候
、
尚
以
面
」

可
申
入
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　

太
三
郎

　

十
一
月
九
日　

□
□
（
花
押
）

関
善
七
入

　
　
　
　

御
宿
所

　

五　

山
岡
景
佐
書
状
（
折
紙
）

御
書
謹
而
忝
候
、」
如
尊
意
今
度
永
々
」
御
陣
事
候
へ
共
、」
信（
織
田
）長
如

御
理
運
候
て
、」
十
一
日
前
□
就
其
」
宮
内
法
印
を
以
、
諸
」
事
被
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仰
理
候
て
、」
尤
之
儀
候
、萬
事
」
事
繁
仁
之
間
、」
於
心
中
如
在
ハ
」

不
可
有
之
候
、法
印
・
」拙
者
無
等
閑
事
候
間
、」御
諚
之
旨
可
申
聞
候
、

宮
内
他
行
」
之
砌
ハ
、
似
合
之
儀
可
令
馳
□
（
走
ヵ
）
候
、
随
而
」
越
後
布

拝
領
」
誠
ニ
過
分
忝
存
候
、」
近
日
令
登
山
旁
」
可
申
上
候
、
此
等

之
趣
」
宜
預
御
披
露
候
、」
恐
惶
謹
言
、」

　
　
　

山
岡
対
馬
守

　

卯
月
廿
日　

景
佐
（
花
押
）

仏
地
院

　
　

御
同
宿
中

　

六　

太
田
三
郎
左
衛
門
尉
書
状
（
折
紙
）

猶（
追
而
書
）
々
久
不
申
承
候
て
」
非
本
意
候
、
尚
後
」
音
可
申
入
候
之
間
、

書
中
」
如
○
以
下
袖
上
部
ニ
在
リ

何
」
申
候
哉
、」
以
上
、

御
折
帋
拝
見
本
望
」
之
至
存
候
、
仍
承
候
之
儀
、」
去
年
如
前
々
被

申
付
之
由
候
キ
、」
相
違
之
様
ハ
承
候
、
如
何
候
哉
、」
尚
以
彼
寺
へ

御
尋
候
而
、
若
」
替
儀
候
者
、
前
筋
堀
久　（
秀
政
）　
太
郎
殿
・
」
矢
辺（
部
）善　（
家
定
）　

七
郎

殿
よ
り
、
拙
者
」
方
へ
如
近
年
御
馳
走
」
可
申
入
之
旨
、
御
状
給
候

之
」
様
ニ
可
有
御
申
候
、
左
」
様
ニ
無
之
候
へ
ハ
、
前
筋
之
儀
相
違

之
段
、
不
相
聞
候
」
之
間
、
其
可
有
御
心
得
候
、」
承
候
儀
候
之
間
、

少
も
疎
略
有
」
間
敷
候
、
其
以
後
久
以
書
状
」
不
申
入
無
音
所
存
之

外
候
、
今
」
度
之
在
陣
者
、
一
所
ニ
可
在
之
候
之
間
」
本
望
候
、
尚

期
面
之
時
候
、」
恐
々
謹
言
、

　
　

太
田
三
郎
左
衛
門
尉

　

七
月
十
二
日　

□
□
（
花
押
）

礒
谷
新
介
殿

　
　
　
　

御
返
報

　

七　

金
乗
院
為
俊
書
状
（
竪
折
紙
）

　

御（
追
而
書
）
返
事
ま
て
も
」
あ
る
ま
し
く
候
、

久
不
能
面
談
御
床
敷
候
、
仍
」
い
つ
も
進
之
候
う（
瓜
）り
十
」
ま
い
ら
せ

候
、
於
御
賞
翫
ハ
可
為
」
祝
着
候
、
京
都
へ
之
御
被（
披
）露
ハ
」
御
無
用

候
、
心
事
」
懸
御
目
可
申
入
候
、
恐
々
」
謹
言
、

　

六
月
十
六
日　

為
俊
（
花
押
）

「（
ウ
ハ
書
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

金
乗
院

　
（
墨
付
）
善
左
衛
門
殿
へ
ま
い
る　

為
俊
」

　

八　

導
師
例
勘
文

　
　

導
師
例
年
之
次
第
不
同
、

文
明
三　

正　

三
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御
葬
礼

　

九
日
、　

晴
陰
、
今
日
後
花
園
院
」
初
七
日
也
、
有
御
経
供
養
、」

導
師
権
大
僧
都
隆
玄
、

十
五
日
、　

今
日
二
七
日
、
有
御
」
経
供
養
、
権
僧
正
運
助
、

廿
三
日
、　

三
七
日
、　

御
経
供
養
、」
導
師
岡
崎
僧
正
清
智
、

廿
九
日
、　

四
七
日
、　

御
経
供
養
、」
法
印
公
範
為
導
師
、

二
月
五
日
、　

五
七
日
、　

御
経
供
養
、」
権
僧
正
清
智
、

十
六
日
、
尽
七
日
、
曼
荼
羅
供
」
始
行
、
今
度
元
応
寺
長
老
」
行
之
、

僧
衆
卅
人
、
十
弟
」
子
召
具
之
云

々
、
庭
儀
也
、」
次
御
経
供
養
導
師

権
」
僧
正
運
助
、

　

正
長
元
■
八
四
■称

光
院
卅
五
日

御
仏
事
於
安
楽
光
院
御
中
陰
在
」
所
被
行
七
僧
法
会
寺
呪
願
」
花
園
僧

正
御
□
僧

中　
　

廿
三
日
、
今
日
於
安
楽
光
院
、
為
」
称
光
院
尽
七
日
御
仏
事
、』
被

行
庭
儀
、
曼
荼
羅
供
、」
阿
闍
梨
権
僧
正
賢
光
、

安
元
二　

八　

廿
五
、
此
日
建
春
」
門
院
正
日
也
、
曼
荼
羅
供
、」

導
師
権
僧
正
公
顕
、
請
僧
」
卅
四
云

々
、
其
後
又
被
供
養
、」
法
華
堂

導
師
同
人
、

右
所
見
申
候
分
書
付
進
候
、」
於
諸
寺
門
跡
方
、
御
」
経
供
養

導
師
例
、」
未
見
当
候
、
但
右
之
内
、」
門
跡
も
候
や
ら
ん
不
存

候
、」
間
、
御
勘
可
被
成
候
、
重
」
而
勘
得
候
ハ
ヽ
、
書
付
」

可
進
候
、

　

九　

公
卿
・
殿
上
人
所
役
書
上

　
　
　

御
ふ
□

と
う
中
な
こ
ん　
　
　
　
　

大
い
の
み
か
と
中
な
こ
ん

　
　

山
し
な
三
位

は
く
六
位　
　
　
　
　
　
　

え
も
ん
の
す
け　
　

し
ら
川
し
々
う

　
　
　

御
□
□
□
□

中
院
大
な
こ
ん　
　
　
　
　

三
て
う
大
な
こ
ん　

花
山
院
大
納
言

さ
い
お
ん
し
大
な
こ
ん　
　

今
出
川
前
大
な
こ
ん

　
　

あ
す
か
い
中
納
言

と
く
た
い
し
中
な
こ
ん　
　

中
院
中
納
言

　
　

ひ
か
し
は
う
し
や
う
さ
い
相

五
条
さ
い
相　
　
　
　
　
　

え
も
ん
の
か
ミ　
　

た
か
つ
ち
三
位

あ
す
か
井
中
将　
　
　
　
　

せふ
な
は
しい
少
な
こ
ん　
　

三て
ん
は
う
り
ん

て
う
中
将

さ
い
お
ん
し
中
将　
　
　
　

三に
し

て
う
中
将　
　
　

しふ
な
は
しき
ふ
の
せ
う

ひ
か
し
は
う
し
や
う
侍
従　

五
条
侍
従　
　
　
　

た
か
つ
ち
し
々
う
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御
□
ほ
□　

ほ
う
こ　

く
わ
い
し　

た
ん
さ
く

と
う
中
な
こ
ん　
　
　
　
　

ふ
ち
た
に
さ
い
相

　
　

し
ミ
つ
た
に
三
位

六
て
う
三
位　
　
　
　
　
　

四
条
中
将

　
　

ち
み
よ
う
い
ん
中
将

う
ら
つ
ち
中
将　
　
　
　
　

さひ
の

少
弁　
　
　
　
　

ち
く
さ
少
将

お
ほ
き
ま
ち
少
将

　
　
　

御
か
つ
さ

さ
い
お
ん
し
大
納
言　
　
　

今き
く
て
い出
川
前
大
納
言　

藤
中
な
こ
ん

ほ
り
川
さ
い
相　
　
　
　
　

四
つ
ち
さ
い
相　
　

山
し
な
三
位

□
□
□
三
位　
　
　
　
　
　

お
く
ら
中
将　
　
　

さ
い
お
ん
し
中
将

屋
ふ
少
将

　
　
　

御
す
す
り
・
ふ
ん
た
い
付
□
す
す
り

一
頭
中
将　

平
少
納
言　

三
て
う
中
将

お
ほ
き
町
少
将

二
頭
弁　
　
　
　

え
も
ん
の
す
け　

七
て
う
少
将

　
　

さか
ん
ろ
しへ
も
ん
の
権
す
け

三
中
ミ
か
と
弁　

は
む
ろ
弁　
　
　

あ
ふ
ら
の
小
路
侍
従

　
　

六
て
う
侍
従

四
川
は
た
中
将　

な
ん
は
中
将　
　

さま
て
の
こ
う
し

中
弁

　
　

中
ミ
か
と
侍
従

五
源に
は
た中
将　
　
　

あ
の
中
将　
　
　

む
め
□
の
少
将

　
　

□
□
□
侍
従

六
四
て
う
中
将　

左ひ
の

小
弁　
　
　
　

藤
た
に
侍
従

　
　

く
せ
侍
従

　
　
　

や　（
揚
弓
）　

う
き
う
す
し
め
・
こ
ゆ
ミ

三
て
う
大
な
こ
ん　
　
　
　
　

花
山
院
大
な
こ
ん

　
　

と
く
大
し
中
納
言

お
ほ
い
の
御
か
と
中
な
こ
ん　

三て
ん
ほ
う
り
ん

て
う
中
将

　
　

さ
い
お
ん
し
中
将

　
　
　

御
た
ち
こ
も
の
た
う
〳
〵

ひ
ろ
は
し
大
な
こ
ん　

くた
け
やな
い
卿　

く
し
け
三
位

　
　

右中
ミ
か
と大
弁

平
少
な
こ
ん　
　
　
　

小
倉
中
将

　
　

あ
ふ
ら
小
路
中
将


